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平成２２年度定期監査（小学校等現地監査）の結果報告 
 
１ 監査の実施日 
  平成２２年 ８ 月１０日（火）午前９時４５分～ 
   西小学校、粟野小学校 

平成２１年 ８ 月１１日（水）午前９時４５分～ 
   南小学校、東浦小学校、東浦中学校 
２ 監査の対象 
  各小学校等における平成２１年度の消耗品の購入状況、現金の取扱い状況、備品の管

理状況、理科教材薬品の管理状況等 
３ 監査の方法 
  監査は、あらかじめ提出を求めた調書と各小学校等での現地調査により、監査の対象

とした項目について、必要に応じ関係職員の説明を聴取し、これらの管理が適正に行わ

れているか否かについて確認を行った。 
４ 監査の結果 

各小学校等における消耗品の購入状況、現金の出納状況、備品等の管理については、

おおむね適正に執行されていると認められたが、下記事項について適切な指導、措置を

講じられたい。 
（１）現金の出納状況について 
 ① 教材費等の支出において、繰越額が出ないように年度末に調整した物品購入が見受

けられるので、計画を立て必要なものだけを購入するよう指導をされたい。 
 ② 児童会費の年度末残高にばらつきがある。不公平感をもたれないためにも一定の額

になるよう指導をされたい。 
（２）備品の管理について 
  備品台帳に記載の際、撤去費用を含めた額を購入額として記載されているので、撤

去費用の取扱いを統一するよう指導をされたい。 
 

 


